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建築基準法第 43 条第２項第１号の規定による認定基準 新旧対照表 

 

認定基準１ 

現 行 改正案 

【公的機関等が管理する幅員４ｍ以上の道に接す

る敷地に建築する建築物】 

１ 建築基準法第 43 条第２項第１号の規定による

建築物は、その敷地が幅員４ｍ以上の建築基準法

施行規則第 10 条の３第１項第１号の規定による

道に２ｍ以上接する建築物のうち、同条第３項に

定める基準に適合するものであるほか、特定行政

庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認めるものとして次の各号に掲げる基準に

適合すること。 

⑴ 次のアからエまでの一に該当する幅員４ｍ

以上の道に２ｍ以上接する敷地に建築する建

築物であること。ただし、エにあっては、平成

11 年５月１日（以下「基準時」という。）にお

いて現に存する建築物の敷地に建築するもの

に限る。 

<構成の変更> 

⑵へ移動 

 

ア 国、県、市その他これらに準ずる公的機

関が管理する道で、当該道の使用等につい

て支障がない旨の当該道の管理者との協議

等が終了しているもの 

<文言の整理> 

 

イ 建築基準法施行令第144条の４及び横浜市

建築基準条例第56条の３の規定に適合する

道で、建築基準法施行規則第９条の規定に

基づく道路の位置の指定の申請が受理され

たもの 

<条ずれ> 

 

ウ 道路変更申請書が道路管理者に受理され

た道 

エ 基準時において現に存する都市計画法第

８条第１項第９号の規定による臨港地区内

の道（建築基準法（以下「法」という。）第

42 条に規定する道路から連続して整備され

ているものに限る。）で、将来にわたり維持、

管理する旨の関係権利者の誓約書が提出さ

れているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公的機関等が管理する幅員４ｍ以上の道に接す

る敷地に建築する建築物】 

１ 建建築基準法第 43 条第２項第１号の規定によ

る建築物は、その敷地が幅員４ｍ以上の建築基準

法施行規則第 10 条の３第１項第１号の規定によ

る道に２ｍ以上接する建築物のうち、同条第３項

に定める基準に適合するものであるほか、特定行

政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めるものとして次の各号に掲げる基準

に適合すること。 

⑴ 次のアからエまでの一に該当する幅員４ｍ

以上の道に２ｍ以上接する敷地に建築する建

築物であること。 

 

  

 

 

 

 

ア 国、県、市その他これらに準ずる公的機

関が管理する道で、その管理者と道の使用

等について支障がない旨の協議等が終了し

ているもの 

<文言の整理> 

 

イ 建築基準法施行令第144条の４及び横浜市

建築基準条例第56条の４の規定に適合する

道で、建築基準法施行規則第９条の規定に

基づく道路の位置の指定の申請が受理され

たもの 

<条ずれ> 

 

ウ 道路変更申請書が道路管理者に受理され

た道 

エ 平成 11 年５月１日（以下「基準時」とい

う。）において現に存する都市計画法第８条

第１項第９号の規定による臨港地区内の道

（建築基準法（以下「法」という。）第 42 条

に規定する道路から連続して整備されてい

るものに限る。）で、将来にわたり当該道を

維持、管理する旨の関係権利者の誓約書が提

出されているもの 

<文言の整理> 

 

⑵ 前号エに規定する道に接する敷地に建築す

る建築物は、基準時において現に存する建築

物の敷地の全部又は一部に建築するものであ

ること。 

<構成の変更> 
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現 行 改正案 

 

 

⑵ 道を法第 42 条第１項に規定する道路とみな

し、法第６条第１項に規定する建築基準関係規

定（法第 43 条第１項及び第３項の規定に基づ

く横浜市建築基準条例並びに横浜市建築基準

法施行細則第 13 条の適用については、道路と

みなさない。）に適合する建築物であること。 

<適正化> 

⑴から移動 

 

⑶ 道を法第 42 条第１項に規定する道路とみな

すことにより適用される法第６条第１項に規

定する建築基準法令の規定（法第 43 条第１項

及び横浜市建築基準法施行細則第 13 条の適用

については、道路とみなさない。）に適合する建

築物であること。 

<適正化> 
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認定基準２ 

現 行 改正案 

【平成 11 年５月１日において現に存在する路線型

の道等に接する敷地に建築する建築物】 

２ 建築基準法第 43 条第２項第１号の規定による

建築物は、その敷地が幅員４ｍ以上の建築基準法

施行規則第 10 条の３第１項第２号及び第２項お

いて準用する建築基準法施行令第144条の４第２

項に規定する基準に適合する道に２ｍ以上接す

る建築物のうち、同条第３項に定める基準に適合

するものであるほか、特定行政庁が交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものと

して次の各号に掲げる基準に適合すること。 

 

⑴ 平成 11 年５月１日（以下「基準時」という。）

前において確認済証の交付がされた建築物の

敷地、又は基準時において現に存する建築物の

敷地に２ｍ以上接する建築基準法（以下「法」

という。）第 42 条第１項に規定する道路を築造

することが極めて困難な場合において、次に掲

げる要件に該当する道に２ｍ以上接する敷地

に建築する建築物であること。 

 

 

 

<明確化> 

 

ア 敷地から法第 42 条に規定する道路（以下

「法の道路」という。）までの道の幅員が４ｍ

以上で道路状に整備され、一般通行の用に供

されていること。 

イ 基準時において現に存する路線型の道が、

道路状に整備されていること。 

ウ 道には雨水排水を適切に処理できる施設

が設けられていること。 

エ 道と敷地との境界線が境界杭等で明示さ

れ、その位置に縁石等が設置されているこ

と。 

⑵ 建築物の敷地が次の要件に該当する建築物

であること。 

ア 基準時において現に存する建築物の敷地、

基準時前において確認済証の交付がされた

建築物の敷地又は基準時以降に法第 43 条第

２項第１号の規定による認定通知書若しく

は同項第２号の規定による許可通知書が交

付された建築物の敷地とおおむね同一の敷

地であること。ただし、次に掲げる要件に該

当する場合にあっては、この限りでない。 

<構成の変更> 

⑵イ、⑵ウへ移動 

 

 

 

【平成 11 年５月１日において現に存在する路線型

の道等に接する敷地に建築する建築物】 

２ 建築基準法第 43 条第２項第１号の規定による

建築物は、その敷地が幅員４ｍ以上の建築基準法

施行規則第 10 条の３第１項第２号及び第２項お

いて準用する建築基準法施行令第144条の４第２

項に規定する基準に適合する道に２ｍ以上接す

る建築物のうち、同条第３項に定める基準に適合

するものであるほか、特定行政庁が交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものと

して次の各号に掲げる基準に適合すること。 

 

⑴ 平成 11 年５月１日（以下「基準時」という。）

前において確認済証の交付がされた建築物の

敷地、基準時において現に存する建築物の敷地

又は基準時以降に建築基準法（以下「法」とい

う。）第 43 条第２項第１号の規定による認定

通知書若しくは同項第２号の規定による許可

通知書の交付がされた建築物の敷地に２ｍ以

上接する法第 42 条第１項に規定する道路を築

造することが極めて困難な場合において、次に

掲げる要件に該当する道に２ｍ以上接する敷

地に建築する建築物であること。 

<明確化> 

 

ア 敷地から法第 42 条に規定する道路（以下

「法の道路」という。）までの道の幅員が４ｍ

以上で道路状に整備され、一般通行の用に供

されていること。 

イ 基準時において現に存する路線型の道が、

道路状に整備されていること。 

ウ 道には、雨水排水を適切に処理できる施設

が設けられていること。 

エ 道と敷地との境界線が境界杭等で明示さ

れ、その位置に縁石等が設置されているこ

と。 

⑵ 建築物の敷地が次のいずれかに該当する建

築物であること。 

ア 基準時において現に存する建築物の敷地

又は基準時前において確認済証の交付がさ

れた建築物の敷地とおおむね同一の敷地で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 基準時以降に法第43条第２項第１号の規

定による認定通知書若しくは同項第２号の
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現 行 改正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 基準時において現に存する建築物の敷

地の一部を一の敷地とし、他の部分を将来

にわたり建築物の敷地として使用しない

場合、又は基準時において現に法第 43 条

第１項の規定を満たさない建築物が３棟

以上建ち並んでいる道に敷地が２ｍ以上

接する場合 

 

<構成の変更> 

⑵ウへ移動 

 

(ｲ) 敷地面積が 100 ㎡（第一種低層住居専用

地域及び第二種低層住居専用地域におい

ては、都市計画で定められた敷地面積の最

低限度）以上の場合（ただし、基準時にお

いて現に存する所有権その他の権利に基

づく土地の全部を一の敷地として使用す

る場合を除く。） 

<構成の変更> 

⑵ウ(ｱ)へ移動 

 

イ 路地状部分を有する敷地にあっては、建築

物の主要な出入口から道に通ずる幅員 1.8ｍ

以上の敷地内通路が設けられ、かつ、建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境

界線までの距離が 0.5ｍ以上確保されている

こと（基準時において現に存する建築物の敷

地又は基準時前において確認済証の交付が

された建築物の敷地とおおむね同一の敷地

を除く。）。 

<文言の整理> 

<構成の変更> 

⑵イ、⑵ウ(ｲ)へ移動 

 

⑶ 地階を除く階数は３以下であること。 

<規則改正> 

 

⑷ 道を法第 42 条第１項に規定する道路とみな

し、法第６条第１項に規定する建築基準関係規

定（法第 43 条第１項及び第３項の規定に基づ

規定による許可通知書の交付がされた建築

物の敷地とおおむね同一の敷地であること。

なお、空地に接する長さが４ｍ未満の敷地に

あっては、建築物の主要な出入口から空地に

通ずる幅員1.8ｍ以上の敷地内通路が設けら

れ、かつ、建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面から敷地境界線までの距離が0.5ｍ以上

確保されていること。 

<文言の整理> 

<構成の変更> 

⑵ア、⑵イから移動 

 

ウ 基準時において現に存する建築物の敷地

の一部を一の敷地とし、他の部分を将来にわ

たり建築物の敷地として使用しない場合又

は基準時において現に法第 43 条第１項の規

定を満たさない建築物が３棟以上建ち並ん

でいる道に敷地が２ｍ以上接する場合にお

いて、次に掲げる要件に該当する敷地である

こと。 

<構成の変更> 

⑵ア(ｱ)から移動 

 

(ｱ) 敷地面積が100㎡（第一種低層住居専用

地域及び第二種低層住居専用地域におい

ては、都市計画で定められた敷地面積の最

低限度）以上であること。ただし、基準時

において現に存する所有権その他の権利

に基づく土地の全部を一の敷地として使

用する場合を除く。 

<構成の変更> 

⑵ア(ｲ)から移動 

 

(ｲ) 空地に接する長さが４ｍ未満の敷地に

あっては、建築物の主要な出入口から空地

に通ずる幅員1.8ｍ以上の敷地内通路が設

けられ、かつ、建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線までの距離が

0.5ｍ以上確保されていること。 

 

 

 

<文言の整理> 

<構成の変更> 

⑵イから移動 

 

 

 

 

⑶ 道を法第 42 条第１項に規定する道路とみな

すことにより適用される法第６条第１項に規

定する建築基準法令の規定（法第 43 条第１項
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現 行 改正案 

く横浜市建築基準条例並びに横浜市建築基準

法施行細則第 13 条の適用については、道路と

みなさない。）に適合する建築物であること。 

<適正化> 
<規則改正> 

 

及び横浜市建築基準法施行細則第 13 条の適用

については、道路とみなさない。）に適合する建

築物であること。 

<適正化> 

<規則改正> 

 

  

 

 


